
R4.10.1

Ⅰ.介護保険給付対象費用

（1）要介護度ごとの費用

1割 2割 3割

552円 1,104円 1,656円

685円 1,370円 2,054円

735円 1,469円 2,203円

806円 1,612円 2,418円

884円 1,768円 2,652円

958円 1,916円 2,874円

1,030円 2,060円 3,089円

※1単位あたり地域単価（5級地）10.55円　１ヶ月を30日として計算しています

（2）各種加算

1割 2割 3割

100/回 106円/月 211円/月 317円/月

200/回 211円/月 422円/月 633円/月

100/回 106円/月 211円/月 317円/月

② 12 13円 26円 38円

③ 56 59円 118円 177円

4 5円 9円 13円

8 9円 17円 26円

12 13円 26円 38円

23 24円 49円 73円

⑤ 58 61円 122円 182円

⑥ 120 126円 251円 377円

⑦ 184/回 195円/回 389円/回 583円/回

⑧ 90 95円 190円 285円

18 19円 38円 57円

20 21円 43円 64円

⑩ 8/回 9円/回 17円/回 26円/回

3 4円 7円 10円

4 5円 9円 13円

⑫ 200 209円 418円 627円

⑬ -30 -32円 -63円 -94円

22 23円 46円 69円

18 19円 38円 57円

6 7円 13円 19円

⑰

Ⅱ.介護保険給付以外費用

（1）居住費・食費

居住費 食費 合計

2,006円 1,445円 3,451円

1,310円 1,300円 2,610円

1,310円 1,000円 2,310円

820円 600円 1,420円

820円 300円 1,120円

※30日概算

※

※

※

※

（2）その他の費用について

　100円

　実　費

ショートステイ　グッドライフ野間　利用料金

介護度区分 単　位
自己負担額／日

要支援１ 523

要支援２ 649

要介護１ 696

要介護２ 764

要介護３ 838

要介護４ 908

要介護５ 976

施設の実施体制に応じて以下のような加算料金がかかります

加算項目 単　位（日）
自己負担額／日

①

生活機能向上連携加算Ⅰ

生活機能向上連携加算Ⅱ

※③を算定している場合

⑨
夜勤職員配置加算Ⅱ

夜勤職員配置加算Ⅳ

機能訓練体制加算

個別機能訓練

④

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

看護体制加算Ⅲ

看護体制加算Ⅳ

長期利用者提供減算

医療連携強化加算

若年性認知症受入加算

送迎加算

緊急入所受入加算

療養食加算

⑪
認知症専門ケア加算Ⅰ

認知症専門ケア加算Ⅱ

認知症行動・心理症状緊急対応加算

⑭

サービス提供体制強化加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算Ⅲ

⑮

介護職員処遇改善加算Ⅰ

第４段階 住民税課税世帯

合計単位数に83/1,000を乗じた金額
介護職員処遇改善加算Ⅱ 合計単位数に60/1,000を乗じた金額
介護職員処遇改善加算Ⅲ 合計単位数に33/1,000を乗じた金額

⑯
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数に27/1,000を乗じた金額
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 合計単位数に23/1,000を乗じた金額

入居者負担額（１日あたり）

介護職員等ベースアップ等支援加算 合計単位数に16/1,000を乗じた金額

利用者負担段階

第３段階②
世帯全員が住民税非課税で、合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年
金収入額の合計が年額120万円超

第3段階①

世帯全員が住民税非課税で、合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年
金収入額の合計が年額80万円超120
万円以下

第２段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金
年収額と合計所得金額の合計が80万
円以下

介護保険給付対象費用は、介護報酬の改定により変更となる場合があります。

おやつ代

サービス利用期間中、日常生活に要する費用で、入居者に負担いただくことが適当であるもの

第１段階
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉
年金又は生活保護を受けている方

（ 内訳 : 朝/　395 円 　昼/　550円 　夕/　500円 ）

施設は社会福祉法人による利用者負担の軽減制度適用施設です。要件に該当する方は、利用者負担が軽減されます。 制度の利用に当
たっては、入居者から住所地の区保健福祉センター、福祉・介護保険課への申請が必要です。

食費と居住費は各段階に応じて、上記の料金をご負担いただきます。
（介護保険負担限度額証を持参していただき、確認させていただくことで、段階に応じた上記減免を受けることができます)

上記負担額で示した料金と実際の請求額は端数処理の関係上、若干の差異が生じることがあります。


